
災害時における給電車両貸与及び充電スポット使用に関する協定書 

 

多摩市（以下「甲」という。）とＳ＆Ｄ多摩ホールディングス株式会社（以下

「乙」という。）とトヨタＳ＆Ｄ西東京株式会社（以下「丙」という。）とトヨタＳ

＆Ｄフリート西東京株式会社（以下「丁」という。）は、災害時における給電車両の

貸与及び充電スポットの使用に関し、次のとおり協定を締結する。 

 

（目的） 

第１条 この協定は、甲の市域内（以下「市内」という。）又はその周辺において、

大規模な地震災害、風水害その他の災害により、市内で大規模停電等の電力が不足

する事態が発生し、又は発生する恐れがある場合、甲 

が行う災害対応業務における電力確保を、乙を介して丙又は丁の保有する給電車両等

を甲に貸与することにより、円滑に実施することを目的とする。 

 

（給電車両等の種類） 

第２条 乙が甲に貸与する給電車両等は、次の号に掲げるものとする。 

 ⑴ 電気自動車 

 ⑵ プラグインハイブリット車 

 ⑶ 前２号に掲げる給電車両から外部給電に必要な機器 

 ⑷ 第１号及び第２号に掲げる給電動車両の充電に必要な設備 

 

（協力要請）  

第３条 甲は、第１条の目的を達成するために必要があるときは、乙に対して、給電

車両貸与要請書（第１号様式）により給電車両の貸与を要請することができる。こ

の場合において、要請を受けた乙は、丙又は丁の所有する貸与することが可能な給

電車両を確認し、要請に係る対応について速やかに乙が甲に対して連絡するものと

する。 

２ 前項の規定にかかわらず、緊急を要する場合には、甲は口頭で要請し、事後 速や

かに当該要請書（第１号様式）を提出するものとする。 

 

（協力） 

第４条 乙は、前条の規定による要請を受けたときは、可能な範囲において応ずるも

のとする。 

 

（使用用途） 

第５条 甲は、第１条に規定する電力確保のほか、人、物資等の移送その他の災害対

応業務のために給電車両を使用できるものとする。 

 

 （充電スポットの使用） 

第６条 甲が設置する充電設備に不足が生じた場合等、甲に貸し出した電気自動車に

必要な電源については、丙が保有する充電スポットを使用し、充電することができ

るものとする。 



２ 甲が管理する電気自動車又はプラグインハイブリット自動車の使用に必要な電源

についても、前項と同様とする。 

（引渡し） 

第７条 乙は、第３条の規定による要請を受け、給電車両を貸与する場合は、甲の指

定する場所に運搬し、甲に引き渡すものとする。 

２ 乙は、第３条の規定による甲からの要請を受け、外部給電可能な車両を引渡した場

合は、甲に対し速やかに書面（第２号様式）を提出するものとする。 

 

（貸与期間） 

第８条 給電車両の貸与期間（以下「貸与期間」という。）は、大規模停電への対応

が収束するまでとし、詳細な期間は甲乙協議の上、決定するものとする。 

 

（返却） 

第９条 貸与期間が終了した場合、甲は、速やかに貸与を受けた給電車両を乙に対し

て返却するものとする。 

２ 甲が返却を行う場合の場所、日時等は、甲乙協議の上、決定するものとする。 

 

（費用負担） 

第１０条 甲の要請に基づき乙が貸与した給電車両の貸与期間中の費用（電気代、燃料

代、その他消耗品に係る費用をいう。）及び充電スポット使用による充電にかかる費

用については、甲が負担するものとする。ただし、乙から費用負担の申し出があった

場合には、この限りではない。 

２ 前項の費用は、発災直前における適正価格を基礎として、甲、乙が協議の上、決定

するものとする。 

３ 丙及び丁は、甲に貸与する給電車両に対し自賠責保険及び任意保険（以下、総じ

て「保険」という。）に加入し、その費用は丙及び丁が負担する。 

４ 甲の責により保険を適用した場合、保険契約の定めにより、甲は丙乃至は丁に対

して免責金額を支払うものとする。 

５ 甲は、前項の規定に基づく請求があったときは、甲乙協議の上定めた期日までに

丙乃至は丁に支払うものとし、支払手数料は甲の負担とする。 

 

（故障対応） 

第１１条 貸与期間中に提供された給電車両が部品の消耗等により故障した場合の対

応は、甲の使用又は管理に明らかな過失がある場合を除き、乙が行うものとする。

ただし、当該過失が不明な場合は、甲乙協議の上、対応するものとする。 

 

（賠償） 

第１２条 甲は、甲の責に帰すべき事由により、貸与を受けた給電車両に損害を与

え、又は滅失したとき、その賠償が、丙乃至は丁が加入する保険の補償対象外とな

った場合、甲は丙乃至は丁に損害を賠償する。 

 

 

 



 （連絡体制） 

第１３条 甲及び乙は、第３条に規定する手続を円滑に行うため、連絡責任者等を記

載した協定事務担当者名簿（第３号様式）を作成し、相互に確認するものとする。

当該連絡責任者等に変更が生じた場合も、また同様とする。 

 

（不可抗力による免責） 

第１４条 激甚な天変地異、戦争、内乱又は暴動、法令の改廃又は制定、公権力による

命令又は処分、労働争議、輸送機関又は通信回線の事故、交通の途絶、施設又は設備

の被災、その他当事者の責めに帰することのできない不可抗力による協定の全部若し

くは一部の履行遅滞、履行不能又は不完全履行について、甲及び乙丙丁は責任を負わ

ないものとする。 

 

（平常時の取組） 

第１５条 乙は、この協定に基づく協力体制が円滑に行われるよう、必要に応じて、

甲が行う防災訓練、市内における各種イベント等に協力するよう努めるものとす

る。 

２ 前項の防災訓練等の参加に係る費用は、乙の負担とする。 

３ 甲及び乙丙丁は、災害時における給電車両の有効性について、平常時から広報活

動に努めるものとする。 

 

（協定の有効期間及び更新） 

第１６条 この協定の有効期間は、この協定の締結の日から令和５年３月３１日まで

とする。ただし、この協定の有効期間満了の日から１か月前までに、甲乙丙丁のい

ずれかが別段の意思表示をしないときは、この協定をさらに１年間延長するものと

し、以後も同様とする。 

 

（協議） 

第１７条 この協定に定めのない事項及びこの協定の解釈について疑義が生じたとき

は、甲乙丙丁協議の上、決定するものとする。 

 

この協定の締結を証するため、本協定書を４通作成し、甲乙丙丁が記名押印の上、

各１通を保有する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



令和４年８月１日 

                                甲 東京都多摩市関戸六丁目１２番地１ 

  多摩市 

  多摩市長 阿部 裕行 

 

                                乙   東京都立川市緑町３番地１ 

   グリーンスプリングスＥ1-6Ｆ 

   Ｓ＆Ｄ多摩ホールディングス株式会社 

   代表取締役社長 田 村 勝 彦 

 

     丙  東京都福生市志茂２１５番地 

        トヨタＳ＆Ｄ西東京株式会社 

   代表取締役社長 田 村 勝 彦 

 

丁   東京都多摩市関戸４丁目８番地の３ 

        トヨタＳ＆Ｄフリート西東京株式会社 

   代表取締役社長 舟  橋  竹  彦 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第１号様式（第３条関係） 

給電車両貸与要請書 

   

年  月  日  

Ｓ＆Ｄ多摩ホールディングス株式会社 

代表取締役社長       殿 

 

                         多摩市長   

 

 災害時における給電車両貸与及び充電スポット使用に関する協定第３条の規定に基づき、

下記のとおり給電車両の貸与を要請します。 

 

記 

 

１ 貸与希望日時 

      年  月  日  時  分から 

   

２ 要請台数       台 

 

３ 貸与希望場所 

施設名 住所 担当者（運転車） 電話番号 

    

    

    

    

    

 
４ その他 

貸与車両を運転する多摩市の職員は、自己の職員証及び運転免許証を、 

乙に提示し確認を受けること。 

 

５ 発信者 

所属部署 役職名 担当者 電話番号 

    

 
乙処理欄 

    

    

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第２号様式（第１１条関係） 

協定事務担当者名簿 

第３号様式（第１１条関係） 

 

   年  月  日現在 

 

第２号様式（第７条関係） 

災害時における給電動車両等の貸与通知書 

  年  月  日 

多摩市長 

         殿 

                                      Ｓ＆Ｄ多摩ホールディングス株式会社 

        代表取締役社長                

 

 

年  月  日付で要請のあった貸与について、災害時における給電車両貸与及び充電

スポット使用に関する協定第７条の規定により、次のとおり通知します。 

 

記 

 

１ 貸与日時 

      年  月  日  時  分から 

   

２ 要請台数       台 

 

３ 貸与提供場所 

施設名 住所 担当者（運転車） 電話番号 

    

    

    

    

    

 

 

４ 連絡担当 

所属部署 役職名 担当者 電話番号 

    

 
甲処理欄 

    

    

 

 



第３号様式（第１３条関係） 

 

協定事務担当者名簿 

 

【多摩市】 

１ 連絡責任者等 

 連絡責任者 副連絡責任者 

所属、役職及び氏名   

電話番号   

携帯番号   

メール   

ＦＡＸ番号   

２ 時間外及び休日の場合の連絡先 

 第１連絡先 第２連絡先 

役職及び氏名   

電話番号   

携帯番号   

メール   

ＦＡＸ番号   

 

【Ｓ＆Ｄ多摩ホールディングス株式会社】 

１ 連絡責任者等 

 連絡責任者 副連絡責任者 

役職及び氏名   

電話番号   

メール   

ＦＡＸ番号   

 

 


